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(57)【要約】
【課題】自律スリープ方式でスリープモードに移行する
ＯＮＵにおいて、スリープ期間中に生じた上りトラヒッ
クの遅延をより低減することができる技術を提供するこ
と。
【解決手段】実施形態の加入者側通信装置は、局側通信
装置に対して上り維持信号を送信することでリンクを維
持し、信号の送受信が可能なノーマルモードと省電力動
作を実現する省電力モードとのいずれかの動作モードで
動作し、省電力モードは上り維持信号を送信するアクテ
ィブモードと上り維持信号を送信しないスリープモード
とからなり、省電力モードにおいてリンクが切断されな
い範囲でアクティブモード及びスリープモードを繰り返
し実行するスリープ制御部と、省電力モードでの動作中
に受信された上りデータをノーマルモードに移行するま
で蓄積する上りバッファ部とを備え、スリープ制御部は
スリープモードでの動作中に上りデータが受信された場
合に自装置をノーマルモードに移行させる。
【選択図】図２



(2) JP 2017-195449 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者側通信装置が局側通信装置に対して上り維持信号を送信することによって前記局
側通信装置との間のリンクを維持する通信システムにおける前記加入者側通信装置であっ
て、
　前記加入者側通信装置は、信号の送受信が可能なノーマルモードと、一部機能の休止に
よって省電力動作を実現する省電力モードとのいずれかの動作モードで動作し、
　前記省電力モードは、前記局側通信装置とのリンクを維持するための上り維持信号を送
信するアクティブモードと、前記上り維持信号を送信しないスリープモードとからなり、
　前記省電力モードにおいて、前記局側通信装置とのリンクが切断されない範囲で前記ア
クティブモード及び前記スリープモードを繰り返し実行するスリープ制御部と、
　前記省電力モードでの動作中に受信された上りデータを、自装置が前記ノーマルモード
に移行するまで蓄積する上りバッファ部と、
　を備え、
　前記スリープ制御部は、前記スリープモードでの動作中に上りデータが受信された場合
に、自装置を前記ノーマルモードに移行させる、
　加入者側通信装置。
【請求項２】
　前記通信システムは、一の局側通信装置に対して複数の加入者側通信装置を備えるポイ
ント・トゥ・マルチポイント型の通信システムである、
　請求項１に記載の加入者側通信装置。
【請求項３】
　前記通信システムが、前記上り維持信号と、前記局側通信装置から前記加入者側通信装
置に送信される下り維持信号とによって、前記局側通信装置と前記加入者側通信装置との
間のリンクを維持する場合、
　前記スリープ制御部は、下り維持信号以外の信号が受信された場合に自装置を省電力モ
ードからノーマルモードに移行させる、
　請求項１又は２に記載の加入者側通信装置。
【請求項４】
　前記スリープモードは、少なくとも信号を送信する機能を有する送信部が休止された状
態の動作モードである、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の加入者側通信装置。
【請求項５】
　前記省電力モードにおいて、前記上り維持信号が送信される時間間隔の最大値は、前記
局側通信装置がリンク断を判定する閾値時間よりも短い時間である、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の加入者側通信装置。
【請求項６】
　前記スリープ制御部は、前記省電力モードでの動作中に前記局側通信装置に対してデー
タを送信する必要が生じた場合において、前記データが前記アクティブモードでの動作期
間内に送信可能なデータである場合、前記アクティブモードでの動作期間内に前記データ
の送信を前記送信部に指示する、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の加入者側通信装置。
【請求項７】
　前記スリープ制御部は、前記省電力モードでの動作中に優先度の低い上りデータが受信
された場合、前記ノーマルモードへの移行を中止するか、又は前記上りデータについて遅
延が許容される範囲内で前記ノーマルモードへの移行を遅らせる、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の加入者側通信装置。
【請求項８】
　加入者側通信装置が局側通信装置に対して上り維持信号を送信することによって前記局
側通信装置との間のリンクを維持する通信システムにおける前記加入者側通信装置が行う
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スリープ制御方法であって、
　前記加入者側通信装置が、信号の送受信が可能なノーマルモードと、一部機能の休止に
よって省電力動作を実現する省電力モードとのいずれかの動作モードで動作し、
　前記省電力モードが、前記局側通信装置とのリンクを維持するための上り維持信号を送
信するアクティブモードと、前記上り維持信号を送信しないスリープモードとからなる場
合に、
　前記省電力モードにおいて、前記局側通信装置とのリンクが切断されない範囲で前記ア
クティブモード及び前記スリープモードを繰り返し実行するスリープ制御ステップと、
　前記省電力モードでの動作中に受信された上りデータを、自装置が前記ノーマルモード
に移行するまで蓄積する上りバッファステップと、
　を有し、
　前記スリープ制御ステップにおいて、前記スリープモードでの動作中に上りデータが受
信された場合に、自装置を前記ノーマルモードに移行させる、
　スリープ制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信機器の消費電力を削減する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光アクセスネットワークの代表的な構成として、スター型トポロジを有するＰＯＮ（Pa
ssive Optical Network）がある。ＰＯＮは光ファイバを用いた光信号の変調に基づくネ
ットワークであり、従来のメタル配線を用いたネットワークよりも広帯域化を図ることが
できる。
【０００３】
　図５は、ＰＯＮのシステム構成の概略を示す図である。ＰＯＮ９９は、親局となるＯＬ
Ｔ１０（光加入者線終端盤：Optical line terminal）と、ユーザ通信端末３０をＰＯＮ
９９に収容する１以上のＯＮＵ２０（加入者側通信装置：Optical network unit）とを備
える。図５には、１以上のＯＮＵ２０の例としてＯＮＵ２０－１～２０－ｎ（ｎは１以上
の整数）が、各ＯＮＵ２０によってＰＯＮ９９に収容されるユーザ通信端末の例としてユ
ーザ通信端末３０－１～３０－ｎが示されている。ＯＬＴ１０及び各ＯＮＵ２０は光ファ
イバで接続され、光ファイバ線路途中に配置された光スプリッタ４０によって光信号が分
岐又は集約される。ＰＯＮ９９は、光スプリッタ４０による光信号の分岐又は集約のみに
よって多くのユーザ通信端末３０を収容することができるため、経済性にも優れたネット
ワークである。
【０００４】
　現時点では、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　ＰＯＮ（ＥＰＯＮ）やＧｉｇａｂｉｔ　
ＰＯＮ（ＧＰＯＮ）等の１ユーザ当たりの最大帯域が１Ｇｂ／ｓを越えるギガビットクラ
スのＰＯＮが商用化に至っているが、近年の通信トラヒック量の爆発的な増大に伴い、親
局とユーザ通信端末との間を接続する光アクセスネットワークには更なる高速化が求めら
れているのが現状である。しかしながら、例えば１０Ｇｂ／ｓへの広帯域化を実現する１
０Ｇｂ／ｓ ＥＰＯＮ（１０Ｇ－ＥＰＯＮ）などの場合には、ＯＬＴやＯＮＵなどの光ア
クセス装置の消費電力も大幅に増加する。
【０００５】
　一方、昨今の環境問題に対する意識の高まりを受け、通信システムに対する省電力化の
要求も日々厳しさを増している。特に光アクセスネットワークにおいては、全体の光通信
ネットワークに対する消費電力の６０％をＯＮＵが占めると言われている。よって、ＯＮ
Ｕの消費電力の削減は、広帯域化に応じて増大するＯＮＵの消費電力を低減するために非
常に重要な課題となっている。
【０００６】
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　光アクセスネットワークの省電力化を実現する方法として、ＯＬＴやＯＮＵがデータの
送受信を行わない期間に他の機能ブロックを休止させることで、必要最低限の機能ブロッ
クにのみ給電を行うスリープ機能がある。スリープ機能によって他の機能ブロックを休止
させている状態は一般にスリープモードと呼ばれる。これに対して、ＯＬＴやＯＮＵがス
リープモードにはなく通常の動作を行っている状態はノーマルモードと呼ばれる。
【０００７】
　このような省電力化の方法は、省電力効果はもちろんのこと、スリープ機能を実現する
ために必要なシステムのシンプル性（低コスト性）や、スリープモードとノーマルモード
と間の遷移に起因する遅延時間などの指標に基づいて評価されるのが一般的である。当然
ながら、省電力効果が高く、システムがシンプルであり、かつ遅延時間が短いスリープ機
能が優れている。
【０００８】
　また、スリープ機能は、他の機能ブロックのスリープによってリンク断を生じるもので
あってはならない。ＯＬＴとＯＮＵとは、ＭＰＣＰ（MultiPoint Control Protocol）と
呼ばれる制御プロトコルで定期的にＧＡＴＥ及びＲＥＰＯＲＴと呼ばれるメッセージをや
り取りしている。ＧＡＴＥメッセージは、ＯＬＴがＯＮＵに対して送信を指示するメッセ
ージであり、ＲＥＰＯＲＴメッセージは、ＯＮＵがＯＬＴに対して上りデータの送信を要
求するメッセージである。ＭＰＣＰでは、所定時間の間にＲＥＰＯＲＴがＯＮＵから送信
されない場合、ＯＬＴが当該ＯＮＵのリンクを切断するリンク断メッセージ（ＤＥＲ：De
register）を送信する。換言すれば、ＯＬＴとＯＮＵとの間でＧＡＴＥ及びＲＥＰＯＲＴ
の定期的なやり取りが生じている限りリンクは維持される。このようなリンクの維持のた
めに送受信される各種信号は総称して維持信号と呼ばれる。ＯＮＵはリンク断に陥ること
のないよう、ＯＬＴから受信される維持信号に対して所定の期間内に応答しなければなら
ない。
【０００９】
　上記のようなスリープ機能を実現する方式としては、ＯＬＴ制御スリープ方式と、自律
スリープ方式との２種類の方式に大別できる。ＯＬＴ制御スリープ方式では、ＯＬＴとＯ
ＮＵとの間で送受信されるメッセージに基づくネゴシエーションが行われる。このネゴシ
エーションの一つにスリープ遷移メッセージの送受信がある。スリープ遷移メッセージは
、ＯＬＴがスリープモードに遷移して良いＯＮＵをスリープさせるために送信するメッセ
ージである。このようなＯＬＴ制御スリープ方式に関する手続きは、ＳＩＥＰＯＮ（Serv
ice Interoperability in Ethernet Passive Optical Network）として標準化されている
（例えば非特許文献１参照）。
【００１０】
　このＯＬＴ制御スリープ方式では、ＯＬＴが各ＯＮＵのスリープ状態を最適に制御する
ことが可能なため、ＯＮＵは送受信機能をともにスリープ状態とすることが可能であり、
省電力効果は大きい。また遅延時間の最小化のための制御をＯＬＴに実装することにより
、遅延時間の短いスリープ機能を実現することができる。しかしながら、このような方式
ではＯＬＴに各ＯＮＵのスリープ状態を管理する機能（ステートマシン）が必要となる。
そのため、装置が複雑化し高価になってしまう可能性がある。これに対して自律スリープ
方式では、スリープモードとノーマルモードとの間の状態遷移を、ＯＮＵがＯＬＴの制御
によらず自律的に制御する。この方式ではＯＬＴに、各ＯＮＵのスリープ状態を管理する
機能を必要としないため装置構成が複雑化することがない。そのため、スリープ機能をよ
り低コストで実現することができる。自律スリープ方式では、ＯＮＵは、ＯＬＴとのリン
クを維持しつつ、省電力効果を最大化し、かつ遅延時間を最小化するように自装置を制御
する必要がある。例えば特許文献１には、リンク断を生じない自律スリープ方式を実現す
る技術が開示されている。
【００１１】
　図６は、自律スリープ方式を実現する従来技術の概略を示す図である。図６は、ＯＮＵ
が、リンク断を生じない所定のタイミング（ｔ１）から所定のスリープ期間（ｔｋ）だけ
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光送信部（ＯＮＵ　Ｔｘ）の動作を休止させる例を示している。この場合ＯＮＵは、スリ
ープモードへの遷移後に経過した時間を測定するタイマ機能を備えている。ＯＮＵは上り
バッファに蓄積された全てのデータの送信を終えると、所定の閾値時間の経過後に光送信
部への給電を休止させ、スリープモードに移行する。このとき、ＯＮＵは下りデータの光
受信部（ＯＮＵ　Ｒｘ）への給電は停止せずに通常動作を継続させる。スリープモードに
移行したＯＮＵは、仮にＯＬＴからＧＡＴＥメッセージが受信されたとしても、スリープ
期間中である限りＲＥＰＯＲＴメッセージを含めた一切の信号を送信しない。このスリー
プ期間は、リンク断に陥らない範囲内で最長の値に最適化され、ＯＮＵはスリープモード
への移行及びスリープモードからの復帰を自律的に制御する。ＯＮＵがこのような制御を
行うことによって、リンク断が生じ無い範囲内で最大の省電力効果を得ることのできる光
アクセスネットワークを実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第５３９２９２７号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】IEEE Std 1904.1, Service Interoperability of Ethernet Passive Op
tical Network
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、従来技術においては、ＯＮＵはスリープモードに遷移した後、決められ
た時間だけ必ずスリープモードで動作することになる。つまり、スリープモード中に上り
トラヒックが生じた場合でも、定められたスリープ期間内においては送信されることはな
い。上りデータは上りバッファに蓄積され、スリープ期間が経過してノーマルモードに遷
移した後にまとめて送信される。そのため、従来技術によるスリープモードの制御では、
上りデータが受信されてから送信されるまでの遅延が大きくなってしまうという課題があ
った。特に、フレームの優先度に応じて送受信が制御されるようなシステムでは、スリー
プモードへの移行が、システムの許容範囲を超える遅延を生じる要因となる可能性がある
。このように、従来技術では、スリープモード中に発生する上りトラヒックに対する遅延
が十分に考慮されているとはいえない。
【００１５】
　上記事情に鑑み、本発明は、自律スリープ方式でスリープモードに移行するＯＮＵにお
いて、スリープ期間中に生じた上りトラヒックの遅延をより低減することができる技術を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の一態様は、加入者側通信装置が局側通信装置に対して上り維持信号を送信する
ことによって前記局側通信装置との間のリンクを維持する通信システムにおける前記加入
者側通信装置であって、前記加入者側通信装置は、信号の送受信が可能なノーマルモード
と、一部機能の休止によって省電力動作を実現する省電力モードとのいずれかの動作モー
ドで動作し、前記省電力モードは、前記局側通信装置とのリンクを維持するための上り維
持信号を送信するアクティブモードと、前記上り維持信号を送信しないスリープモードと
からなり、前記省電力モードにおいて、前記局側通信装置とのリンクが切断されない範囲
で前記アクティブモード及び前記スリープモードを繰り返し実行するスリープ制御部と、
前記省電力モードでの動作中に受信された上りデータを、自装置が前記ノーマルモードに
移行するまで蓄積する上りバッファ部と、を備え、前記スリープ制御部は、前記スリープ
モードでの動作中に上りデータが受信された場合に、自装置を前記ノーマルモードに移行
させる、加入者側通信装置である。
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【００１７】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記通信システムは、一の局側
通信装置に対して複数の加入者側通信装置を備えるポイント・トゥ・マルチポイント型の
通信システムである。
【００１８】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記通信システムが、前記上り
維持信号と、前記局側通信装置から前記加入者側通信装置に送信される下り維持信号とに
よって、前記局側通信装置と前記加入者側通信装置との間のリンクを維持する場合、前記
スリープ制御部は、下り維持信号以外の信号が受信された場合に自装置を省電力モードか
らノーマルモードに移行させる。
【００１９】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記スリープモードは、少なく
とも信号を送信する機能を有する送信部が休止された状態の動作モードである。
【００２０】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記省電力モードにおいて、前
記上り維持信号が送信される時間間隔の最大値は、前記局側通信装置がリンク断を判定す
る閾値時間よりも短い時間である。
【００２１】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記スリープ制御部は、前記省
電力モードでの動作中に前記局側通信装置に対してデータを送信する必要が生じた場合に
おいて、前記データが前記アクティブモードでの動作期間内に送信可能なデータである場
合、前記アクティブモードでの動作期間内に前記データの送信を前記送信部に指示する。
【００２２】
　本発明の一態様は、上記の加入者側通信装置であって、前記スリープ制御部は、前記省
電力モードでの動作中に優先度の低い上りデータが受信された場合、前記ノーマルモード
への移行を中止するか、又は前記上りデータについて遅延が許容される範囲内で前記ノー
マルモードへの移行を遅らせる。
【００２３】
　本発明の一態様は、加入者側通信装置が局側通信装置に対して上り維持信号を送信する
ことによって前記局側通信装置との間のリンクを維持する通信システムにおける前記加入
者側通信装置が行うスリープ制御方法であって、前記加入者側通信装置が、信号の送受信
が可能なノーマルモードと、一部機能の休止によって省電力動作を実現する省電力モード
とのいずれかの動作モードで動作し、前記省電力モードが、前記局側通信装置とのリンク
を維持するための上り維持信号を送信するアクティブモードと、前記上り維持信号を送信
しないスリープモードとからなる場合に、前記省電力モードにおいて、前記局側通信装置
とのリンクが切断されない範囲で前記アクティブモード及び前記スリープモードを繰り返
し実行するスリープ制御ステップと、前記省電力モードでの動作中に受信された上りデー
タを、自装置が前記ノーマルモードに移行するまで蓄積する上りバッファステップと、を
有し、前記スリープ制御ステップにおいて、前記スリープモードでの動作中に上りデータ
が受信された場合に、自装置を前記ノーマルモードに移行させる、スリープ制御方法であ
る。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明により、自律スリープ方式でスリープモードに移行するＯＮＵにおいて、スリー
プ期間中に生じた上りトラヒックの遅延をより低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態におけるＰＯＮ１００のシステム構成の概略を示す図である。
【図２】実施形態のＯＮＵ１の機能構成の具体例を示すブロック図である。
【図３】各動作モード間の遷移の具体例を示す図である。
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【図４】実施形態のＯＮＵ１における自律スリープ方式のスリープ制御の動作例を示す図
である。
【図５】ＰＯＮのシステム構成の概略を示す図である。
【図６】自律スリープ方式を実現する従来技術の概略を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
＜実施形態＞
　図１は、実施形態におけるＰＯＮ１００のシステム構成の概略を示す図である。ＰＯＮ
１００は、ＯＮＵ１－１～１－ｎ（ｎは１以上の整数）と、光スプリッタ２と、ＯＬＴ３
とを備える。ＯＮＵ１－ｋ（１≦ｋ≦ｎ）は、ユーザ通信端末４－ｋをＰＯＮ１００に収
容する加入者側の光回線終端装置である。以下、特に区別する必要が無い場合には、ＯＮ
Ｕ１－１～１－ｎをＯＮＵ１と記載し、ユーザ通信端末４－１～４－ｎをユーザ通信端末
４と記載する。
【００２７】
　光スプリッタ２は、各ＯＮＵ１とＯＬＴ３との間で光信号の分配及び集約を行う分配器
である。光スプリッタ２は、ＯＬＴ３から送信される下り通信方向の光信号を各ＯＮＵ１
に分配し、各ＯＮＵ１から送信される上り通信方向の光信号を集約してＯＬＴ３に送信す
る。
【００２８】
　ＯＬＴ３は、ＰＯＮ１００における収容局側の光回線終端装置である。ＯＬＴ３は、各
ＯＮＵ１の上り通信を上位側のネットワークに中継し、上位側のネットワークから受信さ
れる下り通信を各ＯＮＵ１に中継する。
【００２９】
　ＰＯＮ１００では、ＯＬＴ３が各ＯＮＵ１から送信される維持信号（以下、「上り維持
信号」という。）を継続して受信することにより、各ＯＮＵ１とＯＬＴ３との間のリンク
が維持される。
【００３０】
　図２は、実施形態のＯＮＵ１の機能構成の具体例を示すブロック図である。ＯＮＵ１は
、バスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリや補助記憶装置などを
備え、ＯＮＵプログラムを実行する。ＯＮＵ１は、ＯＮＵプログラムの実行によって光信
号入出力部１１、光送信部１２、光受信部１３及び制御部１４を備える装置として機能す
る。なお、ＯＮＵ１の各機能の全て又は一部は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integ
rated Circuit）やＰＬＤ（Programmable Logic Device）やＦＰＧＡ（Field Programmab
le Gate Array）等のハードウェアを用いて実現されてもよい。ＯＮＵプログラムは、コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記
録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の
可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置である。ＯＮ
Ｕプログラムは、電気通信回線を介して送信されてもよい。
【００３１】
　光信号入出力部１１は、自装置とＯＬＴ３との間で光信号の入出力を行う。光信号入出
力部１１は、光送信部１２から出力された送信用のデジタルデータを光信号に変換して光
ファイバに出力するとともに、ＯＬＴ３から受信された光信号をデジタルデータに変換し
て光受信部１３に出力する。
【００３２】
　光送信部１２は、上りバッファ部１４２から送信データを取得して光信号入出力部１１
に出力する。光受信部１３は、光信号入出力部１１から出力された受信データを下りバッ
ファ部１４３に出力する。
【００３３】
　制御部１４は、データの送受信を制御する機能部である。制御部１４は、ＵＮＩ１４１
、上りバッファ部１４２、下りバッファ部１４３及びスリープ制御部１４４を備える。Ｕ
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ＮＩ１４１は、自装置とユーザ通信端末４とを接続する通信インタフェースである。上り
バッファ部１４２及び下りバッファ部１４３は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装
置などの記憶装置を用いて構成される。上りバッファ部１４２は、ＵＮＩ１４１によって
受信される上り通信方向の受信データ（以下、「上りデータ」という。）を蓄積する。下
りバッファ部１４３は、光受信部１３から出力される下り通信方向の送信データ（以下、
「下りデータ」という。）を蓄積する。
【００３４】
　スリープ制御部１４４は、自装置における自律スリープ方式の省電力動作を実現する機
能部である。スリープ制御方式１４４は、自装置の動作モードをノーマルモード又は省電
力モードのいずれかに制御する。ノーマルモードは光信号の送受信が可能な動作モードで
ある。省電力モードは一部の機能部の動作が休止された状態にある動作モードである。ス
リープ制御部１４４は、自装置を間欠的に省電力モードで動作させることによって自装置
の消費電力を削減する。
【００３５】
　さらに、省電力モードにはアクティブモードとスリープモードとがあり、スリープ制御
部１４４は省電力モードにある自装置をアクティブモード又はスリープモードのいずれか
に制御する。アクティブモードは、ＯＬＴ３とのリンクを維持するための上り維持信号を
送信可能な省電力モードである。スリープモードは、少なくとも光信号の送信機能が休止
される省電力モードである。スリープモードでは、上りデータの受信及び蓄積が可能であ
れば、光信号の送信以外の機能が休止されてもよい。例えば、本実施形態のＯＮＵ１では
、上りバッファ部１４２はスリープモードにおいても休止されず、かつ上りバッファ部１
４２単体で上りデータが受信されたか否かを検出する機能（以下、「上り受信検出機能」
という。）を有する。
【００３６】
　図３は、各動作モード間の遷移の具体例を示す図である。図３の例は、ノーマルモード
及びアクティブモードで動作中のＯＮＵ１はスリープモードに移行し、スリープモードで
動作中のＯＮＵ１がノーマルモード又はアクティブモードに移行することを表している。
各動作モードへの移行は、動作モードごとに予め設定されている所定の閾値時間（以下、
「設定時間」という。）の経過、又は所定のイベントの発生に応じて行われる。図３にお
いて、Ｔｎｏｒｍａｌはノーマルモードの設定時間を表している。Ｔａｃｔｉｖｅはアク
ティブモードの設定時間を表し、ＴＳｌｅｅｐはスリープモードの設定時間を表している
。なお、各ＯＮＵ１に対する設定時間の設定は、どのような方法で行われてもよい。例え
ば、各ＯＮＵ１の設定時間は、ＯＡＭ（Operation、Administration、and Maintenance）
機能等を有する収容局側の通信装置から設定されてもよい。また、例えばＯＮＵ１は、設
定時間を示す情報が記録媒体から情報を読み出すことにより、自装置に設定時間を設定す
る構成を備えても良い。また、例えばＯＮＵ１は、設定時間の設定操作の入力をネットワ
ークやキーボード等の入力装置を介して受け付ける機能を備えてもよい。
【００３７】
　例えば、ＯＮＵ１がノーマルモードにある状態を仮定する。この場合ＯＮＵ１は、ノー
マルモードでの動作時間が設定時間Ｔｎｏｒｍａｌに達するとスリープモードに移行する
（ステップＳ１０１）。スリープモードに移行したＯＮＵ１は、スリープモードでの動作
時間が設定時間Ｔｓｌｅｅｐに達するとアクティブモードに移行する（ステップＳ１０２
）。一方で、スリープモードで動作中のＯＮＵ１は、上りデータの受信が検出されたこと
を契機にノーマルモードに移行する（ステップＳ１０３）。このタイミングでノーマルモ
ードに移行することにより、ＯＮＵ１は上りデータを迅速にＯＬＴ３に送信することがで
きる。なお、省電力モードからノーマルモードへの移行は、アクティブモードでの動作中
に行われても良い。この場合、アクティブモードでは、維持信号を送信する機能に加え、
上り受信検出機能が動作可能である必要がある。
【００３８】
　また、アクティブモードに移行したＯＮＵ１は、アクティブモードでの動作時間が設定
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時間Ｔａｃｔｉｖｅに達すると、上り維持信号をＯＬＴ３に送信してスリープモードに移
行する（ステップＳ１０４）。Ｔｓｌｅｅｐ及びＴａｃｔｉｖｅは、ＯＮＵ１とＯＬＴ３
との間のリンクが切断されない範囲でスリープモードをより長くとることができるように
設定されるため、上りデータが受信されない状況においてスリープモードとアクティブモ
ードとの間で動作モードを遷移させることにより、ＯＮＵ１とＯＬＴ３との間のリンクが
切断されない範囲で省電力効果を最大化することができる。
【００３９】
　なお、上記のスリープ制御によって動作が休止される代表的な機能部としては光送信部
１２が挙げられるが、上記の動作モードの遷移が可能な範囲であれば光送信部１２以外の
機能部もスリープ制御の対象とされてよい。また、スリープモードは、休止の対象となる
機能部に応じて複数設けられても良い。例えば、光送信部１２のみ休止させる第１のスリ
ープモード、第１のスリープモードにおける休止対象に加えて制御部１４の上り通信機能
も一部休止させる第２のスリープモード、第２のスリープモードにおける休止対象に加え
て光受信部１３を休止させる第３のスリープモード、第３のスリープモードにおける休止
対象に加えて制御部１４の下り通信機能も一部休止させる第４のスリープモードなどのス
リープモードが設けられても良い。この場合、それぞれのスリープモードに応じた設定時
間がスリープモードごとに設定されてもよい。
【００４０】
　一般に、複数のスリープモードを設け、より多くの機能を休止対象としてスリープ制御
を行うほど得られる省電力効果は大きくなる。その一方で、大きな省電力効果を得ようと
するほど、復帰タイミングが遅れたり、制御信号（例えば維持信号）の送受信が中断され
たりすることによる遅延の長大化やリンク断などが発生しやすくなる。また、休止対象の
機能部を過度に多くすることによって、送信データの受信ロスが発生する可能性も高まる
。本実施形態のＯＮＵ１のように、省電力モードを複数の動作モードに分類し、各動作モ
ードの遷移条件をシステムの用途や特性に応じて適切に設定することによって、省電力効
果を最大化しつつ、低遅延かつリンク断に陥ることのないスリープ機能を実現することが
できる。
【００４１】
　例えば、各動作モードの遷移条件の設定方法として、上りデータが継続して受信されな
い状況では、その経過時間に応じてスリープ効果を大きくする方法が考えられる。また、
他の設定方法として、フレームの優先度を統計的に分析し、低優先度のフレームの受信頻
度が高い場合にはスリープ効果を大きくし、高優先度のフレームの受信頻度が高い場合に
はスリープ効果を小さくする方法も考えられる。
【００４２】
　図４は、実施形態のＯＮＵ１における自律スリープ方式のスリープ制御の動作例を示す
図である。ＯＮＵ１のスリープ制御部１４４は、ノーマルモードでの動作時において、上
りデータが受信されない状態（以下、「非受信状態」という。）が設定時間Ｔｎｏｒｍａ

ｌの間継続した場合に自装置を省電力モード（具体的にはアクティブモード）に移行させ
る（ステップＳ２０１）。このとき、ＯＮＵ１が非受信状態であるか否かは上りバッファ
部１４２によって判定される。上りバッファ部１４２は、非受信状態にあるＯＮＵ１にお
いて上りデータが受信されたことを検出すると、データ受信の検出をスリープ制御部１４
４に通知する。スリープ制御部１４４は、上りバッファ部１４２の通知の有無に応じて、
自装置を省電力モードに移行させるか否かを決定する。
【００４３】
　なお、Ｔｎｏｒｍａｌが短いほど省電力モードに遷移するまでの時間が短くなり省電力
効果は大きくなる。一方で、Ｔｎｏｒｍａｌが短すぎると頻繁に省電力モードとノーマル
モードとの間の遷移が繰り返されることとなり、遅延時間のばらつきが増大し、通信品質
が劣化する要因となる。そのため、一般にＴｎｏｒｍａｌは、例えば数１００ミリ秒以上
から１秒の間で設定される。
【００４４】
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　また、アクティブモードでの動作時において、アクティブモードでの動作時間が設定時
間Ｔａｃｔｉｖｅに達した場合、スリープ制御部１４４は上り維持信号をＯＬＴ３に送信
して自装置をスリープモードに移行させる（ステップＳ２０２）。このタイミングで上り
維持信号が送信されることにより、省電力モードでの動作中においてＯＮＵ１とＯＬＴ３
との間のリンクが維持される。
【００４５】
　また、スリープモードでの動作時において、非受信状態が設定時間Ｔｓｌｅｅｐの間継
続した場合、スリープ制御部１４４は自装置をアクティブモードに移行させる（ステップ
Ｓ２０３）。一方、非受信状態が設定時間Ｔｓｌｅｅｐの間継続しなかった場合、スリー
プ制御部１４４は自装置をノーマルモードに移行させる（ステップＳ２０４）。
【００４６】
　なお、省電力モードでの動作中に受信された上りデータは、上りバッファ部１４２に蓄
積される。省電力モード（具体的にはスリープモード）からノーマルモードに移行したＯ
ＮＵ１は、再び通常動作を開始することにより、省電力モードでの動作中に蓄積された上
りデータをＯＬＴ３に送信する。例えば、ステップＳ２０４の契機となった上りデータＤ
が時刻ｔ０においてＯＮＵ１に受信されたとする（ステップＳ２１１）。この場合、受信
された上りデータＤが上りバッファ部１４２に保持される。上りバッファ部１４２は、上
りデータＤが受信されたことを検出し、スリープ制御部１４４に通知する。スリープ制御
部１４４は、上りバッファ部１４２の通知に応じて自装置のノーマルモードへの移行を開
始する。ノーマルモードへの移行が時刻ｔ１において完了すると、ＯＮＵ１は通常動作を
開始する。通常動作を開始したＯＮＵ１は、上りバッファ部１４２に保持された上りデー
タＤを時刻ｔ１においてＯＬＴ３に送信する（ステップＳ２１２）。設定時間Ｔｓｌｅｅ

ｐは、ＯＮＵ１とＯＬＴ３との間のリンクが切断されない範囲に設定されているため、Ｏ
ＮＵ１は、スリープモードでの動作中に蓄積された上りデータを、ノーマルモードへの移
行後に即座にＯＬＴ３に送信することができる。
【００４７】
　なお、省電力モードをアクティブモード又はスリープモードのいずれの動作モードから
開始するかは任意である。省電力モードをアクティブモードから開始する場合のメリット
としては、上り維持信号の送信直後にスリープモードに遷移するため、Ｔｓｌｅｅｐにあ
る程度長い時間を設定したとしてもリンク断が生じる可能性が小さい点が挙げられる。一
方で、省電力モードをアクティブモードから開始する場合には、ノーマルモードへの遷移
の頻度が高い場合においては、ＯＮＵ１がアクティブモードで動作する時間がトータルと
して短くなるため、省電力効果が抑制されてしまうというデメリットがある。
【００４８】
　他方、省電力モードをスリープモードから開始する場合のメリットとしては、ノーマル
モードへの遷移の頻度が高い場合において、ＯＮＵ１がスリープモードで動作する時間が
トータルとして長くなるため、省電力効果が高まる点が挙げられる。一方で、省電力モー
ドをスリープモードから開始する場合には、Ｔｓｌｅｅｐに過度に長い時間が設定される
と、ノーマルモードから省電力モードへの遷移に要する時間に揺らぎが生じ、アクティブ
モードへの遷移が遅れる可能性がある。その結果、上り維持信号の送信が遅れ、リンク断
が生じる可能性が高まるというデメリットがある。
【００４９】
　このように構成された実施形態のＯＮＵ１は、ＰＯＮ１００の用途や特性に応じて、設
定時間や省電力モードの開始時の動作モードが適切に設定されることにより、省電力効果
を維持しつつ、低遅延な自律スリープ機能を低コストで実現することができる。
【００５０】
　また、ＯＮＵ１は、省電力モードでの動作中における上りデータの受信に応じて省電力
モードからノーマルモードに移行する。このような構成を備えることによって、ＯＮＵ１
は、省電力効果を高めつつ、上りデータの遅延を低減することができる。例えば、ノーマ
ルモードへの遷移後、最初の上りデータを送信するまでの時間は、例えば５ミリ秒以内と
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することが望ましい。
【００５１】
　以下、実施形態のＯＮＵ１の変形例について記載する。
【００５２】
＜第１の変形例＞
　ＰＯＮ１００が、ＯＬＴ３から送信される維持信号（以下、「下り維持信号」という。
）をＯＮＵ１が継続して受信することによってＯＮＵ１とＯＬＴ３との間のリンクを維持
する形態のＰＯＮである場合、スリープ制御部１４４は下りデータの受信に応じて自装置
を省電力モードからノーマルモードに移行させるように構成されてもよい。この場合、下
りバッファ部１４３は、下りデータに対する上り受信検出機能と同様の検出機能（以下、
「下り受信検出機能」という。）を有する。この場合、スリープ制御部１４４は、省電力
モードでの動作中において、下り維持信号以外の信号が受信された場合に、自装置をノー
マルモードに移行させる。すなわち、この場合、ノーマルモードへの遷移の契機は、上り
データの受信及び下り維持信号を除く下りデータの受信となる。そのため、上りデータ及
び下りデータの両方に対して遅延時間を低減することができる。よって、特に高い通信品
質を要求するユーザに対しても低遅延なスリープ機能を実現できることになる。
【００５３】
＜第２の変形例＞
　ＯＮＵ１は、省電力モードにおける上り維持信号の送信間隔の最大値が、ＯＬＴ３にお
いてリンク断が検出される閾値時間よりも短く設定されてもよい。省電力モードで動作中
のＯＮＵ１が、スリープモードから定期的にアクティブモードに移行して上り維持信号を
送信することによって、ＯＮＵ１とＯＬＴ３との間のリンク断を確実に回避することがで
きる。その上で、上り維持信号の送信間隔の最大値を、リンク断が検出されない範囲での
最大値とすることにより、リンク断を回避しつつ省電力効果を高めることができる。
【００５４】
　この場合、スリープモードからアクティブモードへの遷移条件である設定時間Ｔｓｌｅ

ｅｐは、少なくとも上り維持信号の応答に必要な時間に設定される。例えば、設定時間Ｔ

ｓｌｅｅｐは、スリープモードでの動作中のＯＮＵ１が、ＭＰＣＰによるＲＥＰＯＲＴメ
ッセージの送信に要する時間に基づいて設定される。ＲＥＰＯＲＴメッセージの送信に要
する時間とは、ＯＮＵ１がＲＥＰＯＲＴメッセージの送信処理を開始してから、ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージがＯＬＴ３によって受信されるまでの時間である。このような方法では、
設定時間Ｔｓｌｅｅｐは１秒以内に設定されるのが一般的である。
【００５５】
　なお、設定時間Ｔｓｌｅｅｐは、ＯＮＵ１がＰＯＮ１００内でやり取りされるＭＰＣＰ
のメッセージに加え、上位ネットワークを含む範囲内でやり取りされる他のプロトコルの
メッセージについても応答可能な時間間隔に設定されてもよい。他のプロトコルの一例と
しては、ＡＲＰ（Address Resolution Protocol）やＳＩＰ（Session Initiation Protoc
ol）、ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）、ＨＴＴＰ（Hypertext Transfer Prot
ocol）などが挙げられる。各プロトコルにおいて要する応答時間はプロトコルに応じて異
なる。
【００５６】
　このような複数のプロトコルについて応答可能な設定時間Ｔｓｌｅｅｐを設定する方法
の一例として、各プロトコルに要する応答時間の最大値を設定する方法と、受信されたメ
ッセージごとにプロトコルに応じた応答時間を設定する方法とが挙げられる。前者の方法
は、実装が容易であり低コストでの実現が可能である一方で、設定時間Ｔａｃｔｉｖｅを
長く設定する必要があるため省電力効果が抑制される。また、後者の方法は、設定時間Ｔ

ａｃｔｉｖｅを長く設定する必要がないため高い省電力効果が得られる一方で、受信され
たメッセージごとにプロトコルに応じた設定時間Ｔｓｌｅｅｐを使い分ける必要があるた
め装置の構成が複雑化し高コストとなる可能性がある。しかしながら、システムの用途や
特性に応じてこれらの方法が適切に選択されることによって、様々なプロトコルに対する
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応答を可能にするスリープ機能を実現することができる。その結果、リンク断やセッショ
ン断などを回避しつつ、省電力効果を最大化することができる。
【００５７】
＜第３の変形例＞
　ＯＮＵ１は、メッセージ長の短い上りデータをアクティブモードでの動作中に送信する
ように構成されてもよい。この場合、スリープ制御部１４４は、省電力モードでの動作中
に受信されたメッセージがアクティブモードとして動作する期間Ｔａｃｔｉｖｅの間に送
信を完了することができるか否かを判定する。スリープ制御部１４４は、自装置がアクテ
ィブモードに移行した後、Ｔａｃｔｉｖｅの間に送信を完了することができると判定され
た上りデータの送信を指示する。
【００５８】
　このように構成されたＯＮＵ１では、省電力モーでの動作中に上りデータが受信された
（又は発生した）場合であっても、メッセージ長によっては必ずしもノーマルモードに移
行する必要がなくなる。そのため、ＯＮＵ１がノーマルモードで動作する時間をトータル
として短くすることができ、より高い省電力効果を得ることができる。このようなメッセ
ージ長の短い上りデータの一例として、ＯＬＴ３がＯＮＵ１に対して応答を要求するＯＡ
Ｍメッセージが挙げられる。ＯＮＵ１が上記のように構成されることにより、ＯＡＭメッ
セージに対する応答をノーマルモードに移行することなく送信することが可能となる。
【００５９】
　なお、ＯＮＵ１が、ある上りデータについて、Ｔａｃｔｉｖｅの間に送信を完了するこ
とができるか否かを判定する方法は、実際のフレーム長に基づく方法と、フレーム長の推
定値に基づく方法とに分けられる。前者の方法では、まずスリープ制御部１４４は、フレ
ームの所定箇所に埋め込まれたフレーム長Ｌの情報を取得する。この場合、フレーム長Ｌ
の上りデータの送信に必要な時間ＴＬは次の式（１）によって表される。
【００６０】
　ＴＬ＝α×Ｌ　　　　　　　　　…式（１）
【００６１】
　式（１）におけるαは、単位フレーム長あたりの送信に要する時間であり、ＯＮＵ１の
性能に応じて決定される。スリープ制御部１４４は、算出されたＴＬがＴａｃｔｉｖｅを
越えない場合にその上りデータの送信がＴａｃｔｉｖｅの間に完了できると判定する。こ
の方法は、フレーム内部に保持される正確なフレーム長の情報に基づくため、より正確に
上りデータを送信できる一方で、フレームを解析する機能がスリープ制御部１４４に必要
となるため装置の構成が複雑化し高コストとなる可能性がある。
【００６２】
　また後者の方法では、スリープ制御部１４４は上りバッファの使用量に基づいてフレー
ム長を推定する。スリープ制御部１４４は、上りバッファ部１４２を監視し、上りデータ
の受信による上りバッファの使用量の増加量が所定の閾値を越えない場合に、受信された
上りデータの送信を指示する。例えば、上りバッファの監視機能は、上述の上り受信検出
機能によって実現することができる。この場合、上りバッファ部１４２は、上りバッファ
の使用量の増加量が所定の閾値を越えたことをスリープ制御部１４４に通知する。スリー
プ制御部１４４は、上りバッファ部１４２の通知によって上りバッファの使用量を監視す
る。なお、スリープ制御部１４４は、上りバッファの使用量の増加量が所定の閾値を越え
た場合には自装置をノーマルモードに移行させることにより受信された上りデータをＯＬ
Ｔ３に送信する。この方法は、上りバッファの監視を、上り受信検出機能に含めることが
容易であるため低コストでの実現が可能である一方で、推定されたフレーム長に基づくた
め、上りデータの送信の正確性が前者の方法に比べて劣る可能性がある。
【００６３】
　いずれにせよ、システムの用途や特性に応じてこれらの方法が適切に選択されることに
よって、省電力効果をより高めることが可能となる。
【００６４】
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＜第４の変形例＞
　ＯＮＵ１は、省電力モードからノーマルモードに移行するか否かを、受信された上りデ
ータの優先度に応じて判定してもよい。具体的には、スリープ制御部１４４は、省電力モ
ードでの動作中に上りデータが受信された場合、許容される遅延時間の範囲内でノーマル
モードへの移行を遅らせるか又は中止してもよい。この場合、スリープ制御部１４４は、
ノーマルモードへの移行を遅らせるか又は中止させるかの判定や、ノーマルモードへの移
行をどれだけ遅らせるかの決定、自装置をノーマルモードで動作させる時間の決定などを
、上り受信データの優先度に基づいて決定する。
【００６５】
　なお、この場合、上り受信データの優先度を識別する機能が必要となるが、この機能は
、上述の上り受信検出機能によって実現することができる。また、上記制御の対象となる
上りデータの優先度は、１つ（例えば最低の優先度のみ）であってもよいし、複数であっ
てもよい。ＯＮＵ１がこのように構成されることにより、省電力効果をより高めることが
可能となる。
【００６６】
　以上説明した実施形態の自律スリープ方式の適用対象となるＰＯＮは、どのような形態
のＰＯＮであってもよい。例えば、適用対象となるＰＯＮは、シングルスター型であって
も良いし、ポイント・トゥ・マルチポイント型であってもよい。また、適用対象となるＰ
ＯＮは、ＧＥ－ＰＯＮや１０Ｇ－ＥＰＯＮなどのイーサネット（登録商標）に特化したＰ
ＯＮであっても良いし、ＧＰＯＮやＸＧ－ＰＯＮなどのＩＴＵ（International Telecomm
unication Union）によって標準化されたＰＯＮであってもよい。また、適用対象となる
ＰＯＮは、ＴＤＭ（Time Division Multiplexing）系のＰＯＮだけではなく、ＮＧ－ＰＯ
Ｎ２（Next Generation PON2）などのＴＷＤＭ－ＰＯＮ（Time and Wavelength Division
 Multiplexing PON）であってもよい。また、ＯＮＵ１は、第１～第４の変形例で説明し
た構成を適宜組み合わせることによって構成されてもよい。
【００６７】
　上述した実施形態におけるＯＮＵ１をコンピュータで実現するようにしてもよい。その
場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記
録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実
行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、
ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能
な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の
可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう
。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピ
ュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも
含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっ
てもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラ
ムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gat
e Array）等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい
。
【００６８】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、加入者側通信装置と局側通信装置との間での維持信号の送受信によって、加
入者側通信装置と局側通信装置との間のリンクを維持する通信システムに適用可能である
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【符号の説明】
【００７０】
１００…ＰＯＮ（Passive Optical Network）、　１…ＯＮＵ（Optical Network Unit）
、　１１…光信号入出力部、　１２…光送信部、　１３…光受信部、　１４…制御部、　
１４２…上りバッファ部、　１４３…下りバッファ部、　１４４…スリープ制御部、　２
…光スプリッタ、　３…ＯＬＴ（Optical Line Terminal）、　４，４－１～４－ｎ…ユ
ーザ通信端末、　９９…ＰＯＮ、　１０…ＯＬＴ、　２０，２０－１～２０－ｎ…ＯＮＵ
、　３０，３０－１～３０－ｎ…ユーザ通信端末、　４０…光スプリッタ

【図１】

【図２】
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